
こどもに関する政策

・こども家庭庁創設、こども基本法施行（2023年４月１日）

改革工程表2022策定以降の動き等

・こども基本法（2023年４月施行）に基づき、こども家庭庁に置かれた
「こども政策推進会議（会長：内閣総理大臣、構成員：全閣僚）」の下で、
こども大綱の柱立て、政策、目標・指標等について策定予定。

改革工程表2023策定に当たっての進め方
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